
 

 

令和２年１１月１６日 

 

令和２年度 第 2回医薬品安全使用対策検討会結果報告 
－薬局ヒヤリ・ハット事例－ 

 
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

１．調査対象の範囲 

 

公財）日本医療機能評価機構（以下、「評価機構」という。）のホームページ上の令和元

年 5月 1日～令和元年 12月 31日の間に報告された薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業か

らの事例（97,707 事例）のうち、事例内容「規格・剤形間違い」、「薬剤取違え」、「その他」及び

「疑義照会」の中から、定められた基準注)により抽出した全 2,416事例。 
（注：薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の報告入力項目に「似」が記載されている事例） 

 

 

２．検討方法 

 

薬局ヒヤリ・ハットの事例について、医薬品の使用方法及び名称・包装等の観点から

安全管理対策に関する専門的な検討を行うため、各医療関係職能団体代表、学識経験者

等の専門家及び製造販売業者の代表から構成される標記検討会を開催し、医薬品の物的

要因に対する安全管理対策について検討した。 

 

 

３．調査結果 

 

医薬品の製造販売業者等による安全使用対策の必要性の有無について、2,416 事例の

うち処方箋からの保険者番号等の転記ミスや調剤報酬の算定誤り等を除いた 2,407 事例

の調査結果を表 1に示す。 

 

 表 1 薬局ヒヤリ・ハット事例に関する調査結果 

調査結果 事例数 割合 

医薬品の安全使用に関して製造販売業者等による 

対策が必要又は可能と考えられた事例 
0 0%  

製造販売業者等により既に対策がとられているもの、 

もしくは対策を既に検討中の事例 
161  6.7%  

製造販売業者等によるモノの対策は困難と考えられた事

例 
2,246  93.3%  

計 2,407  100%  

 

 

 

 



 

 

４．調査結果の内訳 

 

１） 製造販売業者等により既に対策がとられているもの、もしくは対策を既に検討中の事例 

（別添 1） 

① 一般名称類似による取違え等の事例（１～３番、２４～６４番、１４１～１６１番） 

② 精神神経安定剤とマイナートランキライザーとの販売名類似による取違え等の事例（４

～６番） 

③ アレルギー性疾患治療剤と持続性 Ca 拮抗降圧剤との販売名類似による取違え等の事

例（７～１３番、６６番、８１～８３番） 

④ キサンチン系気管支拡張剤と向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤との販売

名類似による取違え等の事例（１４～１７番、１０６番） 

⑤ 持続性気管支拡張剤、腹圧性尿失禁治療剤とうつ病・うつ状態治療剤、遺尿症治療剤

との販売名類似による取違え等の事例（１８番） 

⑥ パンテチン製剤と抗ウイルス化学療法剤との販売名類似による取違え等の事例（１９番、

１０８～１０９番） 

⑦ 前立腺肥大症・癌治療剤と心機能・組織循環促進剤との販売名類似による取違え等の

事例 （２０～２１番） 

⑧ 尿酸排泄薬と前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬との販売名類似による取違え等の

事例（２２番、１３２～１３４番） 

⑨ 白血球減少症治療剤と抗葉酸代謝拮抗剤との販売名類似による取違え等の事例（２３

番） 

⑩ 鎮咳剤と不整脈治療剤との販売名類似による取違え等の事例（６５番、６９～８０番） 

⑪ 抗てんかん剤と入眠剤との販売名類似による取違え等の事例（６７～６８番、１１０～１３１

番） 

⑫ 消化酵素製剤と抗てんかん剤との販売名類似による取違え等の事例（８４～９４番） 

⑬ 抗精神病剤とその他の循環器官用薬との販売名類似による取違え等の事例（９５～９７

番） 

⑭ 前立腺癌治療剤と前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤との販売名類似による取違え

等の事例（９８番） 

⑮ アスピリン/ランソプラゾール配合剤とカリウムイオン競合型アシッドブロッカー－プロトン

ポンプインヒビター－との販売名類似による取違え等の事例（９９～１０４番） 

⑯ 子宮内膜症治療剤・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤とレトロ・プロゲステロン製剤と

の販売名類似による取違え等の事例（１０５番） 

⑰ 抗乳癌剤と高血圧症・狭心症治療薬との販売名類似による取違え等の事例（１０７番） 

⑱ 選択的 SGLT2阻害剤－2型糖尿病治療剤－とアレルギー性疾患治療剤との販売名類

似による取違え等の事例 （１３５～１４０番） 

 

２） 製造販売業者等によるモノの対策は困難と考えられた事例(ヒューマンエラー、ヒューマンフ

ァクター) （別添 2） 

 

３） 製造販売業者等によるモノの対策は困難と考えられた事例（情報不足）（別添 3） 

 

以上 


